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＜２０２６年度運動方針＞ 第53回定期大会開催

私たちの課題と運動の基調

日本経済は緩やかな回復傾向にあるとされ、企業の業況や収益の改善が続

くものの、個人消費は物価上昇が続き、実質賃金がマイナス圏で推移してい

ることから回復に遅れが見られる。中小企業では上昇したコストや人件費の

価格転嫁が進みはじめているが業績の改善には厳しい状況が続いている。労

働組合はデフレ経済脱却を目指して賃上げと経済成長の好循環を目指して大

幅な賃上げを求めてきた。２０２２年の世界的なエネルギーの高騰や円安を

転機として物価上昇が続き、賃金の引き上げが社会的要請となった。労働組

合は２０２３年から３年連続して大幅な賃上げを獲得し２０２４年、２５年

春季生活闘争では２年連続で５％台の賃上げを獲得した。２０２６春季生活

闘争では賃上げの継続と物価上昇を上回る賃上げを獲得し、実質賃金を引き

上げることが絶対命題である。賃上げの流れを継続し、定着させるためには

労働組合と企業が生産性向上による会社の成長・拡大を達成し、成果として

適正な分配を継続していくことが何よりも必要である。また、労働力人口の

減少が懸念され、人手不足が顕著となるなか、中小企業の人材確保には賃上

げの定着を始め、労働条件の引き上げ、企業規模間の格差是正、安心して働

ける職場づくりなどわれわれ労働組合が果たすべき役割は多い。組合と組合

員が意思の疎通を図り、要望や意見を真摯に受け止め、一致団結して、諸課

題に全力で取り組み前進していくことで安心して暮らしていける未来をつく

っていく。また、労働者の生活向上やゆとりのある生活を実現するため、誰

もがやりがいや充実感を持って働き、個人の時間を持てる健康で豊かな生活

ができるようなワークライフバランス（仕事と生活の調和）実現のため働き

方改革に強力に取り組んでいく。

また、中小企業労働者の地位向上と処遇改善を目指し、三重一般同盟の組

織力強化のためにも「労働組合をつくる」「仲間を増やす」組織拡大に取り

組む。また、組織強化として「団結・連帯」による三重一般同盟と加盟組合

の連携強化、加盟組合の強化に積極的に取り組む。

２０２６年三重一般同盟は、『団結・前進 みんなの力で未来をつく

る！！』をスローガンに、目的達成に向け積極的な運動を展開しよう。

１．労働条件引き上げを求める運動

三重一般同盟ではデフレ経済で下がり続けた賃金水準の底上げや生活水準

の維持・向上、大手企業との格差是正のため、大幅な賃上げを求め積極的な

闘争を展開してきたが、２０年を超えるデフレ経済のなか労働者が実感でき

る賃上げを獲得することは出来なかった。
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２０２２年からの物価上昇でインフレ経済への転換が進むなか家計の負担

が増加し、働く者が生活を維持・向上することが厳しい状況となっている。

物価上昇が続くなか生産性向上と適正な価格での取引を浸透させ、適正な配

分として賃上げを定着させ経済成長につなげる好循環を達成させることが必

要である。

また、企業における人手不足感が続き人材確保が中小企業にとって大きな

課題になっており、人材確保・定着のため賃上げの継続や労働条件向上、労

働環境の整備など「人への投資」が不可欠な状況にある。

２０２６春季生活闘争では中小企業労働者の生活維持・向上、格差是正、

人材確保と定着、育成のための「人材への投資」、賃上げによる個人消費拡

大と景気回復、生産性向上により付加価値を高め企業業績の拡大と正当な分

配などを求め、労働者が将来への不安を払拭し、安心して暮らしていける物

価上昇以上の大幅な賃上げを目指す。

今年も労働組合の使命を果たすべく大幅な賃上げによる賃金水準の引き上

げと一時金の確保、ワークライフバランス実現に向け働き方改革による労働

時間削減などの労働条件や労働環境の改善に強力に取り組んでいく。

(１) 月例賃金の引き上げ

月例賃金を引き上げるための要求は、２０２６春季生活闘争方針に

基づき賃金水準の引き上げと格差是正を目指し策定するものとした。

２０２６年は賃上げの継続が社会全体の要請となっているなか、労

働者が安心して生活し、経済の成長を持続させるため、積極的な賃上

げに取り組む。

要求では月例賃金の引き上げにこだわり、物価上昇を上回る賃上げ

と格差是正を求めるものとする。

要求基準を、「６．０％以上 または、１８，０００円以上」(組合

員平均)とする。

企業は成果の分配を将来の固定費増加につながる賃上げでなく、一

時金として分配したがる傾向にあるが、働く者が安心して暮らしてい

くため、あくまでも月例賃金の引き上げにこだわっていく。

(２) 初任給への取り組み

賃金水準の底上げをはかるため、すべての賃金の基礎である初任給

の引き上げが必要である。社会水準を勘案して基準内賃金の４％程度

の引き上げに取り組む。

(３) 一時金の確保

一時金の取り組みについては、あくまでも月例賃金の引き上げにこ

だわるが、年収確保の観点から一時金の要求基準は例年を踏襲し年間

で基準内賃金の「５ヶ月以上（金額で１,５００,０００円以上）｣を

基準とする。
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ただし、前年５ヶ月以上の実績のある組合については実績を踏襲する。

(４) パート組合員要求基準

「同一労働同一賃金」の考え方を踏まえ正社員組合員を意識した基

準とする。２０２５年度の最低賃金の引き上げが平均６．３％であっ

たことから、賃金水準を底上げし「人への投資」として人材確保・定

着に向けた要求とする。

賃上げ要求基準 時間額 ７％

一時金要求基準 年間 ２ヶ月以上

(５) 定期昇給分の確保と定期昇給制度の確立

中小企業の賃上げが大企業と比較して少ない背景には、多くの中小

企業で定期昇給制度がなかったり、定期昇給額が大企業より低いこと

が最大の原因といえる。賃金規定などで定期昇給制度を明確にすると

ともに、賃金表の策定や見直しに取り組むべきである。また、定期昇

給制度のない企業では賃上げ交渉にあたり、同時要求として定期昇給

制度の確立を求めていくものとする。賃上げ交渉において大企業の定

期昇給分が約２％であることから２％以上を定期昇給相当分として確

保した上で賃上げ(ベア)や格差是正を求めていく。

(６) 退職金制度

日本経済がインフレ経済へと転換し、年金支給開始年齢引き上げや

支給額引き下げなど年金制度が見直されるなか、退職後の生活を支え

ていくため退職金の引き上げや制度の整備が急務であり、労働組合は

この課題に早急に取り組んでいかなければならない。

現状、大企業や公務員の退職金と三重一般同盟加盟組合の退職金に

は大きな格差があることから、長年退職金引き上げへの取り組みを掲

げてきたが成果が上がっていない。

本年度も退職金の引き上げを求め、定年退職で当面の最低到達目標

１,５００万円以上を早急に達成する。中長期的には大企業や公務員

の支給水準(大卒標準者２,３００万円程度・高卒標準者２,０００万

円程度)を目指す。

また、退職金制度の整備と規定の見直しを行う。特に、ポイント制

や退職一時金と退職年金の併用、確定給付型企業年金への移行など制

度をしっかり精査し、労働者にとって有利な制度改定を目指す。併せ

て、中小企業退職金共済や特定退職金共済制度への加入など確定給付

型への移行を求め退職金保全につとめる。

(７) 定年延長の取り組み

現在、６０歳定年に際し６５歳までの雇用延長が義務化されている

が、延長者の多くは定年再雇用であり賃金が定年時の６割程度と雇用

条件が低く抑えられている。定年時の労働条件を維持し、安定した人
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材確保のためにも定年年齢を６５歳まで引き上げる定年延長や定年廃

止に取り組む。

また、知識や経験豊かで働く意欲のある６５歳以上の高齢者の就業

機会確保と企業の人材確保を考え６５歳以降の雇用継続に取り組む。

(８) 人材確保と安定の取り組み

雇用情勢は経済活動が再開されたことで雇用状況が改善され、企業

の人手不足が顕著となっている。今後も少子化による労働力人口の減

少など一層の労働力不足が予想され、人材確保が企業経営にとって、

大きな課題となっている。特に中小企業では足元の人材確保と定着は

もとより将来を見据えた人材確保が不可欠であることから「人への投資」

として積極的な取り組みを求める。

①大企業に劣る賃金や労働条件を引き上げ、労働環境の向上に努め、

より魅力ある中小企業を創造し、人材確保と雇用の安定をはかる。

②非正規労働者雇用から正規労働者雇用への積極的転換をはかり、優

秀な人材を発掘、確保する。

③労働者（非正規労働者含む）１人１人の能力を引き上げるため社員

教育などの能力開発機会を充実する「人材育成」へ積極的な投資を

求める。

④多様な働き方・生き方が選択できる就業形態を構築する。

⑤同一労働同一賃金を基本に非正規労働者に対し就業形態によらない

公正な処遇や能力開発機会の確保に取り組む。

⑥豊富な経験による知識や技術の継承と優秀な人材を確保し、モチベ

ーションを引き上げるため、定年再雇用者や退職後の復職雇用者の

処遇改善に取り組む。

(９) 働き方改革への取り組み

三重一般同盟では働き方改革において長時間労働の是正や労働時間

削減に積極的な取り組みを展開する。各組合では職場事情や労働環境

に即した処遇改善や職場環境改善など働き方改革に取り組む。

①総労働時間の削減

・長時間労働の抑制、サービス残業の撤廃

・年次有給休暇の取得促進、計画有休の利用促進

・所定内労働時間の縮減

・会社に対し労働時間関連法令の遵守と残業時間削減への積極的な

取り組みを要請

・労使双方が労働時間短縮に向けた共通の認識を持ち生産性向上や

職場風土改革により働き方改革を実現

・時間外労働に対する会社と労働者双方の意識改革

②働き方改革関連法への対応
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２０１９年４月より順次施行されている働き方改革関連法改正

の内容を踏まえ、法令遵守はもちろんのこと法律の内容を上回る労

働条件を追求し、実現に向けた取り組みを展開する。

法令は誰もが守るべき社会のルールであり、あくまでも最低ライ

ンであると認識する。

労働関係法の改定が労働協約や就業規則に反映されているか確認

していく。

③三六協定の点検

時間外労働の上限時間規制の基本となる三六協定を点検し締結内

容を確認する。

・三六協定で定める延長時間が適正な範囲にあるか。

・三六協定の締結内容を適時見直しているか。

・特別条項付き三六協定での延長時間が妥当であるか。

・６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が５０％以上になって

いるか。

・過半数代表を労働組合で確保しているか。

・三六協定の周知をはかり残業時間に対する意識を高めているか。

(10) ワークライフバランス実現への取り組み

誰もがやりがいや充実感を持って働き、仕事上の責任を果たす一方

で、子育てや介護、家庭、地域、自己啓発など個人の時間を持てる健

康で豊かな生活ができるようなワークライフバランス（仕事と生活の

調和）実現を目指したい。

ワークライフバランスを実現することは人材確保が難しい中小企業

で優秀な人材の確保・定着を実現するための施策でもある。労使双方

が協力し積極的に制度や仕組みを整備していくことが必要である。

三重一般同盟ではワークライフバランス実現に取り組んできたが、

特に、育児・介護と仕事の両立について積極的に取り組む。

①女性が出産・子育てや介護のため退職することなく仕事と家庭を両

立しながら働き続けられる職場の実現。

②女性も男性も子育てや介護を行いながら働ける企業風土や職場をつ

くる。

③男性の育児休業取得を推進する。（改正育児・介護休業法）

④改正育児・介護休業法の周知をはかり、制度の活用促進に取り組む。

⑤改正育児・介護休業法に則し就業規則や労働協約の改定に取り組む

⑥仕事と家庭の両立支援を一層拡充するため、職場に見合った支援策

の策定に取り組む。

２．格差是正の追求

労働者を取り巻く格差には企業規模間、男女間、正規・非正規間などの格
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差が存在する。三重一般同盟が一貫して取り組んできた中小企業と大企業の

賃金や退職金をはじめとする労働条件の格差是正に全力を尽くす。各組合は

自社の労働条件を大企業や世間水準と比較して、賃金をはじめとする労働条

件に存在する格差の内容を労使間の団体交渉や労使協議会のなかで示し格差

是正を求めていく。格差是正のためには企業自身が業績拡大に向けた努力を

重ねるとともに、労働組合も積極的に企業成長や業績拡大に取り組むことも

必要である。

デフレ経済が続くなか大企業は子会社や下請企業の取引価格を低く抑える

ことで利益を確保してきた。一方、取引価格を抑えられた子会社や下請企業

は労働者の賃金を低く抑えることなどで価格競争に対応してきた。組合は会

社に対して、親会社や元請企業をはじめとする取引先との適正価格での取引

や不公正な取引の解消に取り組むことを求め、格差是正や労働条件改善につ

なげる。

女性の賃金は男性の賃金と比べると７０％程度にしか過ぎないなど、男女

間で存在する格差に対し、男女平等参画社会の実現に向け賃金や処遇の男女

間格差の是正をはかる。また、女性の役職者への積極的な登用や男性中心と

なっている職種での積極的な活用などジェンダー平等を求める。

パートなどの非正規社員、時短社員といった働き方をする人が、正社員と

同じ仕事内容でどれほど経験を積んでも賃金が上がらず給与格差が拡大して

いる。同一労働・同一賃金を基本として格差是正に積極的に取り組みたい。

３．組織拡大が最大の課題

組織拡大が三重一般同盟の最大の課題である。中小企業の多くは労働者の

賃金や労働条件は低く抑えられ、物価上昇が続くなか賃金水準の引き上げと

労働条件の改善が急務となっている。中小企業の労働組合組織率は１％と極

めて低く、労働組合を最も必要とする中小企業で労働組合がないに等しい。

これら未組織労働者を労働組合として組織化していくことに取り組み、中小

企業労働者が安心して働き、豊かな生活を送っていけるよう地位向上、労働

条件改善、格差是正、雇用の安定をはかっていく。

会社内では増加する非正規労働者に対する労働組合の組織化が遅れてい

る。同じ職場で働く仲間として労働条件の向上と雇用確保を目指す。また非

正規労働者の増加で組合員割合の低下が見られることから、労働組合が過半

数代表者として就業規則や三六協定などの締結権を維持していくため非正規

労働者を組合員化して従業員の過半数を確保する必要がある。

三重一般同盟という組織を安定的に維持運営し、産別組織としてのスケー

ルメリットを出していくためにも組織拡大を急がねばならない。

(１) 労働組合のない事業所の組織化対策

①加盟組合から未組織事業所の会社情報を収集し組合のない事業所の
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組織化を展開する。

②三重一般同盟が選出した企業について加盟組合から情報収集をおこ

ない組織化の糸口をさがす。

③フェイスブックなどＳＮＳやＨＰの積極的な活用により未組織事業

所の労働者に労働組合の必要性や活動内容を情報発信していく。

④未組織事業所を組合結成から新規加盟に導いた組合や組合員に支

援金を支給する。

(２) 会社内での加入拡大対策

①加盟組合のパート労働者等の非正規労働者の正社員化を進め組合

加入を促進する。

②短時間労働者、パート労働者、嘱託労働者などの非正規労働者を組

合員化し、労働条件改善や雇用確保を通じ、同じ職場で働く仲間と

してコミュニケーションをはかり働きやすい職場環境を構築する。

③定年後雇用延長者や再雇用者の組合員化に取り組む。

④経営に直接関わらない管理職の組合員化など組合員範囲を見直す。

４．組織強化

(１) 「団結・連帯」による組織強化と連携強化

社会の多様化やＤＸにより三重一般同盟は大きな変革を迎える時期

にあり、旧態依然の運営体制を見直し、現状に即した運営体制に変革

していくことで加盟組合にとって価値のある組織を目指し積極的に取

り組む。

労働組合の財産ともいえる「団結・連帯」を確認し、全ての加盟組

合員に、三重一般同盟に加盟していることを周知し、共に運動に参加

し、成果を喜びあえるような組織づくりに注力する。

三重一般同盟と加盟組合が連携を強化して活動や取り組みについて

情報を共有し、三重一般同盟全体で加盟組合を支援しあえる組織づく

りに取り組む。特に、異業種の中小企業が主体となった組織であるこ

とから、各組合特有の状況や課題がある。加盟組合が連携して、お互

いの課題や活動に知恵や意見を出し合うことで課題解決につなげる。

(２) 三重一般同盟と加盟組合の強化

三重一般同盟と加盟組合の強化をはかるため役員を対象とした教育

活動を実施してきた。組合活動に役立てられる研修やセミナーの充実

をはかり、三重一般同盟教育プログラムに沿った形で開催する。各研

修・セミナーの内容については専門委員会からの要望やニーズをもと

に検討し、可能な形で実施していく。

また、加盟組合に対して各専門委員会やひまわり・ＡＡＯが開催す

るイベントやセミナーへの参加を積極的に呼びかけ、他の単組との交
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流を深めるとともに、女性組合員や青年組合員に労働組合やその活動

について理解させることで強化につなげたい。

(３) 加盟組合の強化

三重一般同盟を強化していくには、加盟組合の強化が不可欠である

が、加盟組合によって活動の取り組みに大きな差があるように見受け

られる。活動が停滞している組合に対して三重一般同盟としてコミュ

ニケーションを強化し、改善を促し本来の労働組合として必要な活動

を実施できるようサポートしていく。また、加盟組合から個々の活動

や取り組みの課題について対応や対策を求められたとき、加盟組合の

共通課題として各単組が経験や実績、活動内容を基にサポートや助言

をしていく体制をつくる。

各加盟組合の活動や情報を共有することで三重一般同盟と加盟組合

の活動の底上げをはかる。

加盟組合が開催する研修会などをサポートし、次世代を担う単組役

員の資質向上に努める。

労働協約の締結・改訂についても労働関係法令の改正や変化する企

業の事情に対応し、情報を提供し活動の重要事項として取り組むよう

要請していきたい。

三六協定や就業規則などの締結権を維持するため労働組合が過半数

代表になる必要がある。

パソコンやスマートフォンの積極的活用を促し、情報伝達や連絡事

項、関係資料の送付などE-mailやＳＮＳにより速やかに伝達していき

たい。

(４) 専門部活動の活性化

三重一般同盟は、執行委員会のもとに５つの専門部を設置し、各種

活動を分担執行する体制にある。専門部活動は、全ての行事を労働組

合への求心力ＵＰにつながることを基本に据え企画する。

具体的には、各専門部の委員会において内容を協議し企画立案のう

え実施していきたい。実施計画の概要は次のとおり。

＜教宣部＞

①教育 ・労働学校 ・役員研修会

・ユニオンリーダースクールへの派遣

・その他外部研修やセミナーへの派遣

②機関紙 ・ぱいぷ(年１回)・ぱいぷ号外(随時)・カベ新聞(随時)

③宣伝 ・ホームページ ・フェイスブック ・その他ＳＮＳ

・エコ活動推進キャンペーン 「デコ活」

＜調査部＞

①実態調査 ・労働条件 ・経済闘争状況調査（福利厚生を含む）
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②セミナー ・賃金セミナー（労使懇談会）

③資料作成 ・労働協約の資料ほか

＜組織部＞

①組織拡大 ・組合から組合員への組織拡大の必要性の周知

・組合から未組織事業所の情報提供（組合員への説明と

協力依頼・機関紙への掲載etc）

・選定された重点事業所の情報収集へ注力

・フェイスブックなどＳＮＳやＨＰの積極的な活用

・未組織事業所の労働者に労働組合の必要性や活動内容

を情報発信と相談の窓口化

・企業内の組合加入拡大････拡大対象ごとに目標を設定

し計画的に取り組む

・効果的な宣伝方法の検討と実行

②組織強化 ・労働組合の求心力を高める工夫と参加を促す行事を企画

・三重一般同盟と加盟組合の協力・連携強化

（決定した方針の実現）

＜政治政策部＞

①政策策定 ・中小企業対策 ・格差是正 ・雇用対策

・単組からの要望 ・行政への要望

②政策要望 ・推薦議員との懇談会

③選挙対策 ・各級選挙

＜共済部＞

①相互扶助 ・日本生命 積み立て年金共済

・こくみん共済coop 慶弔共済（火災共済）

(全労済） マイカー共済

・労働金庫 資産形成・各種ローン

②物資斡旋 ・年末実施 被災者カンパ

③福利厚生 ・長島スパーランド利用補助、格安チケット斡旋

(５) 青年女性委員会（ひまわり・ＡＡＯ）の活発な活動の推進

女性委員会『ひまわり』は結成以来３５年、青年委員会『ＡＡＯ』

は３２年を迎え、両組織とも役員や加盟組合の努力により順調に活動

を推進してきた。『ひまわり』と『ＡＡＯ』では自主的な活動を基本

とし、行事を企画し積極的に実施していくことで加盟組合の青年女性

組合員に広く参加を募り交流を深める場を提供していきたい。今後の

活動や行事の企画では、各単組青年女性組合員の交流を主体とするレ

クレーション的な行事とは別に参加者の資質や知識の向上、参加者が

興味のもてる内容などを題材とした行事や社会的貢献を目的とした活

動を企画することにも取り組む。また、両組織は今年も引き続き合同
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幹事会を開催し、さらに必要に応じて『ひまわり』、『ＡＡＯ』の役

員と執行部は活動推進のため連携をとる。また、各加盟組合の執行部

に対し青年女性委員会の活動を積極的に支援するよう要請したい。

５．経営対策の強化

(１) 労使の信頼関係づくり

企業と労働組合は企業経営の両輪として生産性向上と処遇改善に向

け協力と努力をしていく関係である。労使がお互いを信頼し健全で良

好な関係を構築し維持していくことが必要不可欠であり、そのための

コミュニケーションの取り方や機会を労使で考え実行していきたい。

(２) 生産性向上と適正分配の重視

労働者の生活や雇用の安定をはかり賃上げの継続や労働条件向上の

ためには生産性向上が不可欠である。基本となる「生産性三原則」（雇

用の維持・拡大、労使の協力と協議、成果の公正分配）の理念を再確

認したい。企業が健全に維持・発展していくためには、労働者が安心

して働ける環境が確保されることを前提に、労使が異なる立場で企業

の労働条件向上だけでなく、企業業績や経済、産業、労働市場状況に

も関心を共有し、生産性向上とそこから得られる成果の公正分配を実

現するため徹底した協議を重ね、緊張感と相互信頼に基づく関係（生

産性三原則の理念）を基本として生産性向上を実現していくことが重

要である。

長年続いたデフレ経済下では、企業業績の伸びや生産性向上による

付加価値の増加がその分配である人件費の増加を伴っておらず適正に

分配されてこなかった。物価上昇が続き賃上げが求められるなか会社

に対して生産性向上分の適正な分配を求め、労働分配率の引き上げに

取り組む。

また、生産性を高めていくには組合員の努力や創意工夫を活かして

いける職場づくりや体制の構築が必要である。労使が「企業の成長＝

従業員の処遇改善」を目的とし、生産性向上や労働環境の改善につな

げる場として、団体交渉とは別に提案型の労使協議会を積極的に取り

入れることを求めたい。

(３) 会社との適度な緊張感

会社が労働組合を会社経営のチェック機関として重視する労使関係

を構築し、会社に対し経営の確認や修正、改善を求めていく適度な緊

張感のある労使関係を維持していく。

(４) コンプライアンスの重視

企業と労働組合は労働関係法規をはじめ企業を取り巻くあらゆる法
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律、規制、社会的規範を遵守し、社会的信用を得て「良い会社」・「優

良企業」となるため一体となってコンプライアンスに取り組む。会社

にコンプライアンス違反等があった場合には、労働組合として改善や

修正を求め正義を貫くことで企業の健全な成長に結びつけていく。

６．政治・政策活動への積極参加

(１) 各種選挙への対応

三重一般同盟は、中小企業労働者のための政策を重視した政治活動

を行う。各級選挙では三重一般同盟の提言した政策実現のため候補者

と政策協定を締結したうえで推薦を決定する。推薦決定にあたり中小

企業労働者のための政策やスタンスを重視し、執行委員会で十分論議

する。選挙後の議員活動のなかでは締結した政策協定の反映や実行を

確認していく。また、各単組で独自に候補者を推薦する場合も同様に

対応する。

各級選挙においては労働組合として組合員に棄権防止を働きかけ期

日前投票や不在者投票の利用など投票行動の促進を図る。

(２) 政策提言と政策立案能力の強化

三重一般同盟として中小企業労働者の政策課題をまとめ中小企業労

働者の地位向上、格差是正を中心とした具体的な制度や政策、改善策

を示した内容で政策提言を策定し各級議員との意見交換などを通じ、

要請活動を行い各級議会に反映させていく。

加盟組合からの政策要求を積極的に求め、三重一般同盟の政策提言

に反映させる。提言には中小企業での問題や中小企業労働者の生活、

地域に関わる身近な問題などを反映し、より現実性を高める。

三重一般同盟では政治活動を行ううえで政策立案能力を強化するた

め研修会やセミナーに参加していきたい。

(３) 環境問題への取り組み

政府や企業、労働組合などが参画し世界規模で目標達成に向けた取

り組みが行われている「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」のなかで

環境問題は中心に位置づけられており、「２０５０年までにカーボン

ニュートラルを実現する」という目標のため、気候変動に対し企業や

職場における取り組みが重要となっている。

三重一般同盟は地球温暖化防止のための取り組みを推進してきた。

私達に深刻な影響をもたらす気候変動に対し、われわれ労働組合とし

ても引き続き気候変動問題に積極的に関与していく。

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」

～くらしの中のエコろがけ～に積極的に参加し、温室効果ガス削減、

脱炭素社会実現に取り組んでいく。
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①企業に気候変動対策などの環境対策が求めれれるなか、労使で

対話を推し進めＣＯ２削減のための知恵を出し合い共有して実

施していく。

②組合員が取り組みやすい省エネによるＣＯ２削減を実施する。

③加盟組合に「デコ活」への参加によるエコ推進の啓蒙活動を行う。

④環境問題関係のセミナーや講演会へ積極的に参加する。

※持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）[世界を変えるための１７目標]

目標７．エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標13．気候変動に具体的な対策を


